
 

 

 

令和３年８月２５日 

保 護 者 の 皆 様 へ 

大 阪 市 立 田 川 小 学 校 

校 長  笘  敦 朗 

 

 

今後の教育活動についてのお知らせ（重要） 

 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

さて、令和３年８月３１日までを実施期間として行われている「緊急事態宣言」について、令和３

年８月１７日に国から実施期間を令和３年９月１２日（日曜日）まで延長すると発表されました。そ

れに伴い、大阪市教育委員会より、修学旅行等、校園外での教育活動の取り扱いについて、以下の内

容の通知が届きましたのでお知らせいたします。 

 

・修学旅行等の泊を伴う学校行事については、９月１日（水曜日）から９月１２日（日曜日）までの

期間に予定している場合は、期間外に延期、もしくは中止とすること。 

・泊を伴わない校園外での教育活動については、８月２０日（金曜日）から９月１２日（日曜日）ま

での期間に予定している場合は、期間外に延期、もしくは中止とすること。 

・９月１３日（月曜日）以降については、感染状況の推移等の状況を考慮し、改めて通知する。 

 

これを受け、今後の教育活動予定については、以下のように行います。 

 

・５年生林間学習{9月17日(金)・18日(土)}および、６年生修学旅行{10月10日(日)・ 

11日(月)}は、現在のところ実施の予定です。 

 

・各学年の遠足や社会見学は、8月20日(金)から9月12日(日)までの期間内は実施しま 

せん。 

 

・運動会{10月2日(土)}は、現在のところ実施の予定です。 

 

なお、今後の感染状況の推移等の状況によっては、変更が生じる場合がありますので、ご承知お

きください。 

 

 


